
○ 臨海施設（海運事業者、マリーナ、漁協等）の管理者は、不審物・不
審事象の早期発⾒のため、巡回や不審者の侵⼊防⽌策、⽴⼊禁⽌
区域の明示などを講じていただくようお願いします。
○ 船の盗難及び不正使⽤を防⽌するため、施錠、エンジンキーの確実
な保管、船舶貸出時の身元確認等の徹底をお願いします。

以下のようなことがあれば、直ちに「118番」「110番」又は最寄の
海上保安部署・警察署に通報をお願いします。

・ 身元が分からない人から船を貸してくれと頼まれた。
・ 船が盗まれた。
・ ⽇頃⾒かけない船がウロウロしているなど不審な船がいる。
・ 挙動不審な人、危険物や不審物を所持した人がいる。

ご不明な点はお問い
合わせください

自主警備体制の強化にご協⼒をお願いします！

G20大阪サミット開催に伴うテロ等の未然防止
のため、以下の措置の徹底をお願いします。

咲洲・関⻄国際空港周辺海域では、海上保安庁や警察により、海上警備を強化
します。

警備上の必要性から、⽴⼊検査、職務質問その他の指示に従って
いただく場合がありますので、ご協⼒をお願いします。
特に厳重な警備を⾏いますので、下記期間中、⼤阪港・関⻄国際空港
周辺海域を航⾏予定の船舶は、以下の2点についてご理解とご協⼒
をお願いいたします。

事前通報・航⾏⾃粛にご協⼒をお願いします！

までの間、
は、

に

また、関⻄国際空港の
をお願いします。

※ 荷役等を⽬的とする岸壁への離着岸は
可能です。

＜第五管区海上保安本部からのお願い＞ ＜大阪府警本部からのお願い＞

〜海事・漁業・マリンレジャー等の関係者の皆様へ〜
G20大阪サミット開催に伴う海上警備にご協⼒を！

までの間、
は、

☑ 航⾏予定日の前日正午までに
☑ 事前通報用紙に必要事項をご記載のうえ
☑ FAX送信にて（下記のいずれか）

078-391-0065 、078-321-0288、078-321-0257
※FAXは6月３日から開設します。

をお願いします。
※ 事前通報の詳細は、別紙「事前通報記⼊例」をご参照願います。
※ 事前通報が無い場合、現場海域での確認に時間を要する場合があります。
※ 最寄の海上保安部署へは６⽉３⽇〜１９日の間、事前通報の提出ができます。

事前通報
対象海域

6月3日（月）から
受付を開始します。

＜第五管区海上保安本部からのお願い＞

事前通報・航⾏⾃粛海域に関するお問い合わせ：第五管区海上保安本部 TEL078-331-2710
占用海域に関するお問い合わせ：大阪府警察本部G20サミット対策課 TEL06-6943-1234
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第五管区海上保安本部 大阪府警察本部



〜咲洲 ・ 関⻄国 際空港周辺海域 を 航⾏予定 の 海事 ・ 漁 業 ・ マ リ ン レ ジ ャ ー 等 の 関係者 の 皆 様 へ 〜
G20大 阪 サ ミ ッ ト 開 催 に 伴 う 海 上 警 備 に ご 協 ⼒ を ！

関⻄国際空港周辺の事前通報対象海域・航⾏⾃粛海域・占⽤海域

航⾏⾃粛海域・占⽤海域に
みだりに⽴ち⼊らないようお願いします！

6月24⽇（⽉）〜30日
（日）に事前通報対象
海域を航⾏する時は、事
前通報をお忘れなく！

⼤阪北港マリーナ
北防波堤基部

舞洲北端

舞洲北⻄端

夢洲北端

夢洲⻄端

新島北端

新島南端
南埠頭南⻄端

南港沖防波堤突端 南港南1丁⽬護岸南⻄端

木津川

尻無川

安治川

⼤浪橋

岩松橋

端建
蔵橋

船津橋

事前通報対象海域
航⾏⾃粛海域

事前通報対象海域

大阪港の事前通報対象海域
6月24⽇（⽉）〜30日
（日）に事前通報対象海
域を航⾏する時は、事前通
報をお忘れなく！

夢 洲

舞 洲

咲 洲

航⾏⾃粛海域
※ 咲洲沿岸（防波堤含む）約50メートル

占用海域

さんふらわあターミナル（大阪）水域

航⾏⾃粛海域・占⽤海域に
みだりに⽴ち⼊らないようお願いします！

咲 洲

咲洲周辺の航⾏⾃粛海域・占⽤海域
※4/1から内港航路の形状を変更し、航
路の名称が⼤阪航路に変更となって
おります。

20m

事前通報対象海域・航⾏⾃粛海域
※大阪府漁業調整規則で定められた採捕禁止区域に準ずる

岸壁から390メートル

岸壁から490メートル

岸壁から390メートル

岸壁から852メートル

岸壁から500メートル

関⻄国際空港

占用海域

※ 滑⾛路の延⻑線上における停留、停泊の⾃粛
をお願いします。
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正蓮寺川
水門

春日出橋

住ノ江
大橋

占用海域


